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 (
第1章 財務諸表監査の意義と現状
)


 (
財務諸表の開示
)

 (
企　業
) (
②企業状況の判断
) (
①企業情報の提供！
) (
現代企業が利益を追求していくためには、利害関係者との取引関係を円滑化させることが必要不可欠である。
)

 (
利害
関係者
)
 (
財務諸表
)

 (
そこで、利害関係者の情報要求に応える目的で、企業は自らの経済的実態を忠実に表す情報として
財務諸表を作成し、開示することが必要
である。
)


 (
③
取引関係の円滑化！
)


 (
現代の大規模企業が不特定多数の利害関係者を擁していることから、企業が利害関係者に個別的に対応することは困難である。　　　　　　　　　　　　　
　
　⇒財務諸表を広く公開する必要がある。
)



 (
財務諸表監査の必要性
①
)
 (
経営者
利害
関係者
財務諸表
監査
報告書
情報提供
検査・評価
保証
利用
独立！
)
 (
財務諸表の信頼性を
確かめる為に必要十分な専門能力と実務経験を有し、かつ、被監査会社から独立の立場にある監査人が、財務諸表の信頼性を検査、評価して利害関係者に報告する。
)







 (
監査人
)

 (
監査人
)
 (
財務諸表監査の必要性②
)
 (
Ⅰ、利害対立
⇒財務諸表の作成者たる経営者と利用者たる利害関係者は、
潜在的・顕在的に利害対立関係にある。
Ⅱ、財務諸表の相対的性格
⇒財務諸表は事実と慣習と判断から総合的に作られたものであり、
絶対的なものではない。よって経営者の判断によって歪められる恐れが大きく、
利害関係者はその信頼性に疑念を抱く。
Ⅲ、財務諸表の影響の重大性
⇒企業の経済的実態を忠実に表現する情報として財務諸表は作成され、
利害関係者にとって意思決定情報　としての重要性が極めて高い。
)」」」」」」」」」」」

 (
財務諸表の
社会的信頼性
の担保
)


 (
財務諸表の信頼性を確かめる為に必要十分な専門能力と実務経験を生かし、かつ被監査会社から独立の立場にある監査人が財務諸表の信頼性を検査、評価して利害関係者に報告する財務諸表監査が必要である。
)






 (
財務諸表
調査の難しさ
) (
Ⅳ
、
利害関係者の地理的、制度的遠隔性
⇒
社会に散在する不特定多数の利害関係者が財務諸表の信頼性を
自ら確かめることができない。物理的に困難である場合と、企業機密を保持する観点から閲覧等を制限している場合がほとんどである。
Ⅴ
、
財務諸表の作成過程の複雑性
⇒
財務諸表は複雑な会計処理の過程を経て作成されるため、会計に関する専門能力のない一般の利害関係者がその信頼性を確かめることは技術的に難しい。
)














 (
日本経済新聞　
6
月
21
日　夕刊
『国際会計基準
を
延期』
自見庄三郎金融相は21日の閣議後の記者会見で、産業界から導入延期論が高まっている国際会計基準について「2015年3月期からの強制適用はない」と明言し、「準備期間を5～7年に延長する」と表明した。（中略）東日本大震災による企業業績への打撃が大きく、準備期間を延ばしてほしいとしている産業界の要請に対応する。
) (
日本経済新聞　7月1日　朝刊
『国際会計基準　
企業会計審が見直し議論
』
　金融庁は30日に企業会計審議会を開き、国際会計基準導入についての見直し議論を始めた。産業界からは適用範囲を「グローバル企業に限定すべきだ」との意見が出された。（中略）これまで「3年以上」としていた準備期間については「5～7年」を軸に延長する方向で大筋一致した。
)
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 (
第
２
章 
IFRS導入下での
財務諸表監査の
問題
)

 (
IFRSとは？
)

 (
IFRSとは国際財務報告基準と訳される、企業の経営状態を表す “国際的に共通するモノサシ”である。
　IFRS 
採用によって、株式を上場している企業の会計処理は
相応の影響を受けることにな
る
。
具体的には・・・
原則主義
資産負債アプローチ
公正価値
である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（・・・が、導入するか否かの
論文
ではないので
各々で議論されていることについては
割愛します。）
)[image: ]













 (
Ⅰ、
IFRS 
の解釈に関する問題
⇒IFRS
を
導入した場合に、日本国内において独自の解釈や詳細規定を出すことができない。そうした状況において
、
大手の監査事務所では、ロンドンにシンクタンクを有しており、そこで見解の統一を図っているともいわれている。
しかし、監査実務の現場においては、企業側からの問い合わせに対する適時の対応の困難性が生じるおそれがあり、また、監査担当者に関しては、
IFRS 
の理解と解釈のために、
IFRS 
に精通し、かつ英語の読解及びコミュニケーション能力を有した人材の開発が欠かせなくなる。
Ⅱ、
最終的な当否の
判断
の問題
⇒
監査事務所がロンドンとのコミュニケーションの中で判断を確定させていくとすると、監査判断の実質的な主体は、日本ではなく、監査事務所の国際的なネットワークの中にあることとなる。するとエンフォースメント（法の実現）の問題が発生しかねない。
日本
の法制度に依拠して実施される会計制度であり、財務諸表の開示
制度
である以上、また、国際的な会計に関する執行機関がない以上、
この問題はなくならない。
Ⅲ、
注記に対する監査の問題
⇒
IFRSが導入された企業の
経営者は、原則に基づいて自らの企業の状況に応じた会計処理・開示を行うために、その一連の判断を財務諸表注記で開示することが求められることから、注記の分量が非常に多くなる。従来の財務諸表監査においても、監査の対象は、財務諸表とその注記とされており、注記は監査対象であった。
しかしながら、従来に比べて、分量が増え、さまざまな会計処理・開示に関する経営者の判断が記載される注記に
対しては、監査上、量的・質的に異なる対応ないし手続が求められ、
IFRS
の下での注記は
定性的な情報に対する監査に近い
形になると
考えられ
てい
る。
) (
IFRS の下での監査の課題
)























 (
最大の課題・・・（原則主義下での）
監査判断！
)


[image: ][image: ] (
「
原則主義
」
解釈指針の他には詳細な規定や基準値はほとんどない。よって詳細な規定や数値基準が無く自由度が高い点が長所だが、原則に従い判断
していく
必要があり、
　
　
実務面で負担が増える
。
) (
「
規則主義
」
「規則主義」の長所は、細かな規則に従うため企業会計の透明性が高まる点
。
短所として、指針に書かれていないことに対する会計処理が曖昧となり、悪用
されるリスクが高いことが挙げられる。
)


















 (
なぜ課題なの？（
監査法人業界
の
寡占化の観点から）
)
 (
寡占の問題とはすなわち、監査を4法人が多く受け持つことになれば、監査の外観的独立性の欠如から精神的独立性に疑念を抱くようになり、やがては市場での信頼性低下を招いてしまう恐れがあるということである。
)
 (
さらなる寡占化？
)




[image: ][image: ] (
（出典）帝国データバンク　監査法人実態調査
)












 (
なぜ課題なの？（
企業
が負担する監査
コストの観点から）
)
[bookmark: _GoBack] (
コスト＝監査報酬
)
 (
基本的には、工数計算
！
（
日
数
×1日当たり単価）
1日当たり単価は、大体10万円～15万円の間で算定されるのが一般的
である。
会計士
自身
のキャリアによって想定単価は
異なる
が、一般的な監査チーム編成及び人員計画を立てると、
1
人当たり
1日
10万～15万
円辺りに落ち着くのが、今の会計監査の相場
。
) (
◎監査法人に支払う監査報酬
の額
に影響を与える要因
[1]企業規模（売上、資産、利益）
[2]取引の複雑
[3]グループ会社数
[4]事業所数
[5]業種・業界の特殊性
[6]内部統制（内部管理体制）の整備状況
etc…
)











 (
監査は、会社の財務諸表が適正であるかどうかについて意見を表明するものであり、その前提として
会社の内部統制が有効に機能していること必要不可欠である。
また、正確かつ迅速に開示書類を作成する社内体制の確立や、法改正等の情報がタイムリーに収集される社内体制が必要である。
しかしその
体制が整っていなければ監査に携わる人員を多く要するだけでなく、手間も大変であり、工数がかか
り、
故に
監査報酬が高額化
していく。
)




 (
監査
コスト膨らむ（日経新聞2007/07/11）
)
 (
主要上場企業　前３月期４７％増、厳格化映す　会計士の作業増加
　企業の監査コストが急増している。主要上場企業２８８社が支払った監査報酬は合計６２５億円と前の期に比べ４７％増えた。会計・監査不信を背景に監査を厳格化する動きが広がり、会計士の作業時間が増えているためだ。
なかでも増加が大きかったのは日立製作所やＮＴＴなど米国会計基準で決算書類を作成している企業。３１社合計の監査報酬は七五％増えた。監査報酬が十億円強増えた三井物産は「前期から米国基準で義務付けられた内部統制監査の費用が大きい」（今井和也副社長）と話す。ホンダ、トヨタ自動車はそろって２倍強に急増した。
０８年度からは、企業が粉飾決算を未然に防止する社内の管理体制を報告書にまとめ、監査法人の監査を受ける「内部統制ルール」が日本でも全上場企業に義務付けられる。青山学院大学大学院の八田進二教授は「今後は内部統制関連の監査費用が確実に膨らむだろう」とみる。内部統制では監査報酬に加え、システム導入などの費用も発生するため、企業の収益を圧迫しそうだ。
)









 (
IFRSを導入した
直後
のコスト
 （
in 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
）
)
[image: ]










 (
IFRSを導入し
てから
のコスト
 （
in 
EU全体
）
)[image: ]

 (
EU では、2005 年よりEU区域の上場企業に対し、IFRS に基づく財務諸表の作成を義務付けている。2007 年10 月、欧州委員会（EC）からの要請により、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会がヨーロッパでのIFRS 導入経験に関しての調査を実施し、報告書を作成・発表している。
)








 (
その際IFRS 導入時の移行コストについても詳細な調査が行われ、結果が報告されている。（
上
図）報告書に記載されているパーセンテージで計算すると、例えば売上高4 億ユーロ（約530 億円）の企業では、IFRS 導入にかかったコストは総額で約1.6 億円になると計算できる。これは一時的とはいえ、多くの企業にとって大きな負担になるのではないかと推測される。
)



 (
第３章・４章　諸外国の対応からみる日本でのあり方
（の途中まで）
)

 (
参考文献（予定含む）
●会計・監査・ガバナンスの基本課題　八田進二 同文館出版
●会計士の監査風土 柴田英樹　プログレス
●財務諸表監査の考え方　内藤文雄　税務経理協会
) (
「IFRS を導入する際にコスト削減に貢献したであろうと考える項目は何か」という質問に対
し、
◎
プロジェクト関係者、スタッフへの教育を強化する
◎
より早くプロジェクト準備を開始する
◎
導入開始時の初期評価をより精度を上げて行う。
◎
子会社・関係会社とのコミュニケーションをより良くしていく
IFRS の導入が円滑に行われた成功例としては、イギリスの大手石油会社にて全世界700 人もの従業員に対しての教育、研修を実施した例や、会社の経営層や役員レベルでのIFRS に対する理解を深めるため、6 ヶ月間自国の会計基準とIFRSの両基準にて財務諸表を作成した例などが挙げられている。
)[image: IFRSの適用を要求または容認する国々] (
EU諸国がすでにIFRS適用を行って
おり
、資本市場のトップである米国、2位の日本がIFRSを適用することで、世界の有力企業の財務諸表を、同じ会計基準のもとで比較することが可能にな
る
。
) (
IFRS
の適用を要求または容認する国々
)
image2.emf
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IFRS 導入の本質的な目的は・・・   「世界統一基準により作成した財務諸 表によって、投資家の意思決定に有用 な情報を提供すること」  

メリットを享受できる企業は・・・   「国際的な資本を          呼び込みたい企業」  
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